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このまちが好き幸手市　2023.12

☎

市 長 コラ ム

幸手市長　木村純夫

勤
務
日　

月
曜
～
土
曜
日
の
う
ち
週
５
日

勤
務
時
間　

①
午
前
９
時
～
午
後
５
時
、
②
午

　

前
７
時
30
分
～
午
前
11
時
30
分
、
③
午
後
４

　

時
～
午
後
７
時（
平
日
）

※
勤
務
条
件
は
応
相
談
。

※
申
込
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
窓
口

　

で
配
布
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

こ
ど
も
支
援
課
☎（
42
）８
４
５
４

学
校
現
場
に
、
貴
方
の
お
力
を
！

　

市
内
小
、
中
学
校
で
勤
務
で
き
る
人
を
募
集

し
ま
す
。

職
種　

埼
玉
県
教
育
委
員
会
か
ら
任
命
さ
れ
る

　

常
勤
の「
臨
時
的
任
用
教
員
」、
幸
手
市
教
育

　

委
員
会
が
任
命
す
る「
教
育
支
援
員
な
ど
の
会

　

計
年
度
任
用
職
員
」

募
集
条
件　

教
員
免
許（
幼
、
小
、
中
、
高
、
特
支
）

　

を
有
す
る
人

問
合
せ　

学
校
教
育
課　

内
線
６
３
４

固
定
資
産
税
に
関
す
る
連
絡
の
お
願
い

　

令
和
６
年
度
の
固
定
資
産
税
は
、
令
和
６
年

１
月
１
日
現
在
の
状
況
を
基
に
課
税
し
ま
す
。

令
和
５
年
12
月
末
日
ま
で
に
、
土
地
・
家
屋
の

異
動
が
生
じ
た
人
は
、
届
出
な
ど
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

○
土
地
の
利
用
状
況
が
変
わ
っ
た（
畑
を
駐
車
場

　

に
し
た
場
合
な
ど
）

○
家
屋（
居
宅
、物
置
、車
庫
、サ
ン
ル
ー
ム
な
ど
）

　

を
新
築
、
増
築
ま
た
は
取
り
壊
し
た

問
合
せ　

税
務
課　

内
線
１
３
７

今

月

の

納

税

な

ど

固
定
資
産
税

 

　
　
　
　
　

第
３
期

国
民
健
康
保
険
税

　

 

　
　
　
　

第
６
期

介
護
保
険
料

　

 

　
　
　
　

第
６
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料　

 

　
　
　
　

第
６
期

※
納
期
限
ま
で
に
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　

口
座
振
替
を
ご
利
用
の
人
は
、
残
高
不
足
な

　

ど
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

会

計

年

度

任

用

職

員

募

集

▼
税
務
課

勤
務
内
容　

一
般
事
務（
課
税
資
料
の
確
認
、
整

　

理
、
申
告
会
場
に
お
け
る
補
助
な
ど
）

募
集
人
員　

６
人

勤
務
日　

月
曜
～
金
曜
日
の
う
ち
週
３
日

勤
務
時
間　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

期
間　

１
月
15
日（
月
）
～
３
月
31
日（
日
）

※
申
込
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
窓
口

　

で
配
布
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

税
務
課　

内
線
１
３
２

▼
こ
ど
も
支
援
課

◎
保
育
所（
保
育
士
３
人
）

募
集
条
件　

保
育
士
資
格
を
有
す
る
人

勤
務
場
所　

第
一
保
育
所（
幸
手
２
２
６
５
）

　
　
　
　
　

第
二
保
育
所（
吉
野
４
５
０-

９
）

　
　
　
　
　

第
三
保
育
所（
円
藤
内
１
１
３
）

パ

ブ

リ

ッ

ク

コ

メ

ン

ト

閲
覧
場
所　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
市
役
所
、
ウ
ェ

　

ル
ス
幸
手
、
各
公
民
館

募
集
期
間　

１
月
４
日（
木
）ま
で

対
象　

市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
、
本
計
画
に

　

利
害
関
係
の
あ
る
の
人

提
出
方
法　

意
見
記
入
票
に
必
要
事
項
を
記
入

　

の
上
、
郵
送
、
メ
ー
ル
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
持
参

▼
高
齢
者
福
祉
計
画
・
第
９
期
介
護
保
険
事
業

　

計
画（
素
案
）

問
合
せ　

介
護
福
祉
課
☎（
42
）８
４
４
４
・


　
（
43
）５
６
０
０

▼
健
康
日
本
21
幸
手
計
画（
第
４
次
）（
素
案
）

問
合
せ　

健
康
増
進
課
☎（
42
）８
４
２
１
・


　
（
42
）２
１
３
０

特
定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金

　

５
業
種
の
時
間
額
が
、
非
鉄
金
属
製
造
業

１
０
４
８
円
、
電
子
部
品
な
ど
製
造
業
１
０
５
５

円
、
輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業
１
０
５
５
円
、

光
学
機
械
器
具
な
ど
製
造
業
１
０
６
４
円
、
自

動
車
小
売
業
１
０
６
０
円
と
な
り
ま
し
た
。

問
合
せ　

埼
玉
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

　

☎
０
４
８（
６
０
０
）６
２
０
５

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業

▼
あ
つ
ま
れ
！
ぴ
よ
ぴ
よ
オ
ン
ラ
イ
ン
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
会
場

日
時　

12
月
22
日（
金
）午
前
11
時
～

　

11
時
30
分

対
象　

乳
幼
児
と
保
護
者

申
込
み　

12
月
10
日（
日
）か
ら

問
合
せ　

こ
ど
も
支
援
課
☎（
42
）８
４
５
４

子

育

て

応

援

ま

つ

り

日
時　

12
月
10
日（
日
）午
前
10
時
～
午
後
２
時

場
所　

ウ
ェ
ル
ス
幸
手

内
容　

ハ
イ
ハ
イ
レ
ー
ス
、
人
形
劇
、
ピ
ア
ノ

　

コ
ン
サ
ー
ト
、ダ
ン
ス
発
表
、親
子
ヨ
ガ
、オ
ー

　

ナ
メ
ン
ト
作
り
、
こ
ど
も
食
堂
、
お
た
か
ら
市
、　

　

キ
ッ
チ
ン
カ
ー　

ほ
か

問
合
せ　

こ
ど
も
支
援
課
☎（
42
）８
４
５
４

あ

た

ま

の

健

康

チ

ェ

ッ

ク

日
時　

12
月
26
日（
火
）午
前
９
時
45
分
開
始

※
１
人
あ
た
り
45
分
。

場
所　

ウ
ェ
ル
ス
幸
手

対
象　

65
歳
以
上
の
市
民

定
員　

12
人（
申
込
み
順
）

申
込
み　

電
話
ま
た
は
窓
口

問
合
せ　

介
護
福
祉
課
☎（
42
）８
４
３
８

人

権

作

文

発

表

会

日
時　

12
月
３
日（
日
）午
後
１
時
～
３
時
30
分

　
（
午
後
０
時
30
分
受
付
開
始
）

場
所　

北
公
民
館

内
容　

市
内
小
中
学
校
の
代
表
に
よ
る
人
権
作

　

文
発
表
、
研
修（
人
権
啓
発
Ｄ
Ｖ
Ｄ
視
聴
）

※
申
し
込
み
不
要
。

問
合
せ　

社
会
教
育
課　

内
線
６
４
２

児

童

館

イ

ベ

ン

ト

申
込
み　

12
月
13
日（
水
）か
ら　

※
開
館
時
電
話
予
約
可
。

▼
幸
手
お
も
ち
ゃ
の
病
院

日
時　

12
月
23
日（
土
）午
後
１
時
～
４
時

※
12
月
16
日（
土
）ま
で
に
事
前
予
約
。

内
容　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
壊
れ

　

た
お
も
ち
ゃ
の
治
療

費
用　

無
料（
多
少
の
部
品
代
が
か
か
る
場
合
が

　

あ
り
ま
す
。）

▼
赤
ち
ゃ
ん
と
マ
マ
の
た
め
の
食
育
講
座

日
時　

1
月
11
日（
木
）午
前
10
時
30
分
～
11
時

　

30
分　

対
象　

０
～
１
歳
の
乳
児
と
保
護
者

定
員　

10
組（
申
込
み
順
）

▼
体
を
動
か
し
て
遊
ぼ
う
！

日
時　

1
月
12
日（
金
）午
前
10
時
30
分
～
11
時

　

30
分

対
象　

乳
幼
児
と
保
護
者

定
員　

10
組（
申
込
み
順
）

▼
親
子
ビ
ク
ス（
オ
ン
ラ
イ
ン
）

対
象　

乳
幼
児
と
保
護
者

※
下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
必
要
事

　

項
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。
後

　

日
、
児
童
館
よ
り
参
加
Ｕ
Ｒ
Ｌ

　

が
記
載
さ
れ
た
返
信
メ
ー
ル
が
届
き
ま
す
。

問
合
せ　

児
童
館
☎（
43
）５
５
２
１

人
権
推
進
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

▼
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度

　

幸
手
市
・
蓮
田
市
・
白
岡
市
に
お
い
て
、
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
に
係
る
３
市
連
携
協

定
を
締
結
し
ま
し
た
。

　

制
度
利
用
者
は
、
３
市
間
で
転
入
、
転
出
を

す
る
場
合
、
簡
易
な
手
続
き
の
み
で
制
度
を
継

続
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
人
権
尊
重
社
会
を
め
ざ
す
県
民
運
動
強
調
週
間

　

12
月
４
日
か
ら
10
日
ま
で
は「
人
権
尊
重
社
会

を
め
ざ
す
県
民
運
動
強
調
週
間
」で
す
。
こ
の
機

会
に
、
人
権
に
つ
い
て
考
え
、
行
動
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

人
権
推
進
課　

内
線
１
６
２

令
和
５
・
６
年
度
入
札
参
加

資
格
審
査
申
請
の
追
加
受
付

　

幸
手
市（
水
道
事
業
を
含
む
）競
争
入
札
に
参

加
を
希
望
す
る
業
者
の
入
札
参
加
資
格
審
査
申

請
の
追
加
受
付
を
つ
ぎ
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

対
象
業
種　

維
持
管
理
な
ど
、
物
品
供
給
な
ど

受
付
期
間　

１
月
15
日（
月
）
～
31
日（
水
）　

※
郵
送
受
付
の
み
。

有
効
期
間　

４
月
１
日
～
令
和
７
年
３
月
31
日

※
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

契
約
管
財
課　

内
線
２
６
３

野
外
焼
却
（
野
焼
き
）
の
禁
止

　

野
外（
庭
や
空
き
地
、
ド
ラ
ム
缶
な
ど
）で
の

廃
棄
物（
ご
み
）の
焼
却
は
、「
廃
棄
物
の
処
理
及

び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」の
違
反
行
為
で
す
の

で
、
や
め
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
稲
わ
ら
の
焼
却
な
ど
の
例
外
も
あ
り

ま
す
が
、
煙
な
ど
の
発
生
に
よ
っ
て
近
所
迷
惑

と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
周
辺
環
境
に
配

慮
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

環
境
課
☎（
48
）０
３
３
１

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種

　

12
月
末
時
点
で
65
歳
未
満
の
人
で
接
種
を
希

望
す
る
場
合
、
接
種
券
の
申
請
が
必
要
で
す
。

申
請　

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎
０
５
７
０（
０
０

　

８
）８
８
９

※
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
専
用
バ
ス
は
12

　

月
で
終
了
と
な
り
ま
す
。

教

育

委

員

会

の

事

務

に

関

す

る

点

検
・

評

価

報

告

書

　

市
教
育
委
員
会
が
所
管
す
る
事
務
の
管
理
お

よ
び
執
行
状
況
に
つ
い
て
、
点
検
・
評
価
結
果

を
ま
と
め
た
報
告
書
を
作
成
し
ま
し
た
。
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

総
務
課　

内
線
６
２
２

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ギ
ャ
ラ
リ
ー
作
品
募
集

展
示
場
所　

幸
手
駅
東
西
自
由
通
路
展
示
棚（
展

　

示
期
間
１
か
月
）

内
容　

文
化
芸
術
作
品
の
展
示

対
象　

市
内
に
在
住
す
る
人
ま
た
は
主
に
市
内

　

で
活
動
し
て
い
る
団
体

受
付
期
間　

随
時
受
付
中

申
請
方
法　

申
請
書
を
社
会
教
育
課
へ
提
出

※
申
込
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

ま
た
は
窓
口
で
配
布
し
て
い
ま

　

す
。

問
合
せ　

社
会
教
育
課　

内
線
６
４
３

 「異次元の市役所」と言われるように
　かつて、大学の柔道部に入部した当時、4 年
生に「渋沢」先輩がおられた。深谷市出身の日本
を代表する実業家・渋沢栄一の傍

・ ・

系ではある
が、渋沢栄一を彷彿とさせる雰囲気の人柄と容
貌。もちろん私は、渋沢栄一と直接はお会いし
ておりませんが、昨年、渋沢栄一直

・ ・

系の玄
やしゃご

孫・
健氏からご高説を拝聴する機会がありました。

「民間企業のみならず、官庁も役所も“前例踏
襲・前例がない”から脱皮できなければ、時勢
が目まぐるしく変わる現在、いずれ衰退・滅亡
する」という問題提起でした。お役所仕事と言
われて久しい。この言葉は、ややもすると形式
的で、時間がかかり過ぎ、縦割り・実効性のあ
がらない仕事ぶりを揶揄して使われてきたき
らいがあります。
　ここ 3～ 4年間のコロナ禍で仕事の仕方が多
様化し、DX・IT 化等も急速に進み、世の中の
進歩・変化の速さには、眼を見張るものがあり
ます。これからのお役所仕事とは、過去の形式
にとらわれず、柔軟な発想で、迅速かつムダを
排除し、実効性の高いやり方でなければなりま
せん。市民の皆様から、「お役所仕事も変わっ
たね！」と前向きな評価をされるよう日々努め
たい。


